
Ｑ  母国における外国人の学歴は必要ですか。
　Ａ  学歴については，特に求めていません。なお，特定技能外国人は１８歳以上である必要があります。
Ｑ  登録支援機関として登録を受けた機関は公開されるのですか。
　　公開されるとした場合，どこに公開されるのですか。
　Ａ  登録支援機関の登録を受けた場合には，出入国在留管理庁のホームページで公表されます。
Ｑ   技能実習２号から特定技能１号に移行する場合，技能実習で従事していた活動と特定技能で従事する
活動との間の関連性についてはどの程度求められるのですか。

　Ａ   各分野の分野別運用要領において特定技能外国人が従事する業務と技能実習２号移行対象職種との関連
性がそれぞれ明記されていますので，そちらをご確認ください。

１号特定技能外国人の受入れ手続の概要

よ く あ る ご 質 問

就 労 開 始

（注）受入れ機関のみで１号特定技能外国人支援計画の全部を
実施することが困難である場合は，支援計画の全部の実施を
登録支援機関に委託することにより，受入れ機関は支援計画
の適正な実施の確保の基準に適合するとみなされます。

【各種支援】
①生活オリエンテーションの実施
②日本語学習の機会の提供
③外国人からの相談・苦情への対応
④ 外国人と日本人との交流の促進に
係る支援　　　　　　　　など

【各種届出】
①雇用契約の変更等
②支援計画の変更
③支援計画の実施状況　　　など

受入れ
機関

在留資格変更許可申請
（地方出入国在留管理局）

在外公館に査証申請

査証発給

入 国

海外から来日する外国人 日本国内に在留している外国人
（中長期在留者）

１号特定技能外国人支援計画を策定（注）

在留資格認定証明書交付申請
（地方出入国在留管理局）

特定技能雇用契約の締結
○ 受入れ機関等が実施する事前ガイダンス等

在留資格認定証明書受領

在留資格変更許可


